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令和 2 年 6 月 2 日 

 

学生及び保護者の皆様 

 

舞鶴工業高等専門学校   

校長 内海 康雄  

 

新型コロナウイルス感染症の対応について（6 月 2 日時点） 

― 対面授業の開始と開寮・入寮について ― 

 

 5 月 8 日より遠隔授業を実施しておりましたが、この度、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣

言が全国で解除されたことにより、対面授業を学年ごとに段階的に開始することといたしましたので、

お知らせいたします。 

本校においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を講じてまいりますが、ご家庭にお

きましても、普段から国の専門家会議で示された「新しい生活様式」を意識して感染予防のための対策を

行うことを心掛け、学校に登校する際は、下記の事項「7. 対面授業の受講に当たっての遵守事項につい

て」に注意して対面授業を受講するようにご指導ください。 

  

 

記 

 

1. 対面授業の開始日程について 

 〇専攻科、本科 4 年生、5 年生  …… 令和 2 年 6 月 15 日（月）から対面授業を開始 

（令和 2 年 6 月 12 日（金）まで遠隔授業を継続） 

 〇本科 2 年生及び 3 年生  …… 令和 2 年 6 月 22 日（月）から対面授業を開始 

（令和 2 年 6 月 19 日（金）まで遠隔授業を継続） 

 〇本科 1 年生   …… 令和 2 年 6 月 29 日（月）から対面授業を開始 

（令和 2 年 6 月 25 日（木）まで遠隔授業を継続） 

 

2. 開寮・入寮について 

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、「特別運営」を実施します。詳細について

は後日、お知らせします。 

② 開寮日（在学生）・入寮日（新入生）について 

 〇専攻科、本科 4 年生、5 年生  …… 令和２年 6 月 14 日（日） 

 〇本科 2 年生及び 3 年生  …… 令和２年 6 月 21 日（日） 

 〇本科 1 年生   …… 令和２年 6 月 27 日（土） 
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 遠隔授業 入寮・開寮 対面授業 

専攻科 

本科 4・5 年 

5/8（金） 

～6/12（金） 

6/14（日） 6/15（月）～7/30（木） 

8/24（月）～9/11（金） 

本科 2・3 年 5/8（金） 

～6/19（金） 

6/21（日） 6/22（月）～7/30（木） 

8/24（月）～9/11（金） 

本科 1 年 5/8（金） 

～6/25（木） 

6/27（土） 6/29（月）～7/31（金） 

8/24（月）～9/11（金） 

 

3. 本科新入生向けの連絡事項について 

 担任と保護者との懇談会 

6 月 27 日（土）に担任と新入生保護者との懇談会を予定しています。本科新入生の保護者の方

は、通学生も含め、出席をお願いします。スケジュール等は後日、お知らせします。 

 本科新入生ガイダンス 

6 月 28 日（日）に新入生ガイダンスを予定しています。本科新入生は、通学生も含め、登校し

てください。スケジュール等は後日、お知らせします。 

 

4. 前期学事日程について 

 別紙「令和２年度行事予定表〔前期〕」を参照してください。夏休み期間は 3 週間に短縮されています。

また、予定表には記載していませんが、クラスによっては、実験実習を土曜日に行う場合があります。 

 

5. 時間割について 

対面授業の時間割は、原則、遠隔授業の時間割と同じです。ただし、クラスによっては一部、授業の入

れ替えがあります。当面の間、本科すべてのクラスで SHR（ショートホームルーム）を実施します。ま

た、対面授業は 70 分の短縮授業とします。 

 

 遠隔授業 対面授業 

SHR 08:40 09:00 開始を 20 分後ろ倒し 

1・2 時限目 08:50-10:20（90 分間） 09:10-10:20（70 分間） 開始を 20 分後ろ倒し 

3・4 時限目 10:30-12:00（90 分間） 10:30-11:40（70 分間） 終了を 20 分前倒し 

昼休み 12:00-12:55（55 分間） 11:40-13:15（95 分間）  

5・6 時限目 12:55-14:25（90 分間） 13:15-14:25（70 分間） 開始を 20 分後ろ倒し 

7・8 時限目 14:35-16:05（90 分間） 14:35-15:45（70 分間） 終了を 20 分前倒し 

 

6. 定期試験と成績評価について 

すでに、5 月 19 日付で「前期中間試験の代わりとして、学修到達確認を適宜、課題提出、小テスト等

により評価を行う」ことを通知しています。小テストは、対面授業開始後の授業中や、放課後の空き時間

を利用して実施します。成績評価方法の変更については、対面授業開始後に科目担当者が学生に説明し

ます。 
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7. 対面授業の受講に当たっての遵守事項について 

 ① 毎朝（土日祝の休日を含む）、健康管理表（平常時）による健康チェックと検温を行い、Office365

の Forms による「健康調査」に回答してから登校してください。（毎朝 7 時 30 分に「健康調査」

についてのメールが送信されますので、8 時 30 分までに回答してください。6 月 2 日以降、対面

授業を開始するまでの期間も回答してください。） 発熱症状がある場合、その他風邪の症状などが

見られる場合には登校せず、必ず担任または学生課教務係まで連絡してください。 

   ※ 体温計は各自で用意してください。 

※ 登校前の「健康調査」の回答がない学生は登校を認めません。 

② マスクを着用すること。 

  ※ マスクは各自で用意してください。 

※ マスクを着用していない場合は授業に出席できません。 

③ 寮生は学寮で手洗い（もしくは手指消毒）を行ってから登校してください。通学生は登校後、まず、

手洗い（もしくは手指消毒）をして下さい。登校後はこまめな手洗いを原則として、必要に応じて

手指消毒を行ってください。 

  （手洗いは 30 秒程度かけて水と石鹸等で丁寧に洗ってください。消毒液は各クラスの教室及び校

内各所に設置しています。） 

④ 人と接する際はできるだけ間隔をあけ、会話をする際は、可能な限り真正面を避けてください。 

⑤ 本人もしくは同居する家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、または濃厚接触者と特

定された方がいる場合には、登校せず、必ず担任または学生課教務係に連絡してください。 

⑥ 対面授業の開始にあたり、基礎疾患等があり、新型コロナウイルス感染症への罹患リスクを避ける

ため、対面授業への出席を控えたい場合は、遠隔授業による対応を検討しますので、担任または学

生課教務係までご連絡ください。   

 

8. 課外活動について 

当面の間、学校内における感染拡大防止のため、課外活動を禁止します。なお、学寮における体制が整

い次第、活動再開に向けた検討を行います。 

 

9. アルバイトについて 

  対面授業開始から当面の間は、学校内における感染拡大防止のため、アルバイトを原則、禁止とします

ので、ご家庭でもご指導をお願いいたします。 

 

以上 


